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国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会（第１３回） 

平成３１年４月２３日 

 

 

【課長補佐】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから国土審議会計画推進部

会、国土管理専門委員会の第１３回会議を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。事務局の国土政策局

総合計画課国土管理企画室の栗林でございます。よろしくお願いいたします。 

 会議の冒頭に、本日の会議の公開について申し上げます。 

 国土管理専門委員会設置要綱の５にありますとおり、会議は公開することとされており

ます。本日の会議も一般の方々に傍聴いただいております。この点についてあらかじめご

了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、カメラ撮りについては、冒

頭のみでお願いいたします。 

 続きまして、委員のご紹介に移らせていただきます。本日、中出委員長、浅見委員、飯

島委員、山野目委員は所用のため欠席という連絡をいただいております。本日、中出委員

長にかわりまして、委員長代理の中村委員に議事運営をお願いいたします。一ノ瀬委員に

つきましては、少しおくれてのご出席というふうに連絡をいただいております。 

 本日は、一ノ瀬委員が来られたら６名の委員にご出席いただく予定となっております。

国土管理専門委員会設置要綱の４に定められております会議の開催に必要な定足数を満た

していることを申し添えます。 

 なお、本日、国会の関係で、事務局側の出席者については途中参加や途中退席がござい

ます。あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本委員会については、ペーパーレス会議での開催となっております。このため、

今回の机上配付資料については、配席図、議事次第、２０１９年とりまとめ（案）（概要版）、

２０１９年とりまとめ（案）の４種類となっております。皆様のペーパーレス化へのご理

解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、お手元のタブレットの操作方法について簡単にご説明します。 

 まず、表示されている画面の右上にあるアイコン、ペーパーが２枚縦に重なっているア

イコンを押していただきますと、資料の切りかえ、ページの切りかえという表示が出ます。

資料の切りかえを押していただくと、今回準備をさせていただきました資料が選択できる
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ようになっております。右から左にスクロールいただきますと、全ての資料が見られるよ

うになっております。 

 続きまして、１つの資料を開いていただきまして、先ほどの縦２枚のアイコンを見てい

ただいたときにページ切りかえというボタンを押すと、資料の全てのページが一覧となっ

て出てきております。大分先のページに一気に飛びたい場合は、そのページのところに飛

んでいただくように選択をすることが可能となっております。これ以外のアイコンにつき

ましては、基本的には使わないアイコンとなっておりますので、押さないように注意をお

願いいたします。 

 また、上にあるアイコンの中で発表者というアイコンが白抜きで表示されていることと

個人というところが青色に塗られていることをご確認いただきまして、もし万が一、共有

に印が青でついている場合につきましては、個人のほうを選択いただいて、個人が青に表

示されるように設定をお願いいたします。 

 簡単ですが、タブレットの操作方法についてご説明をさせていただきました。万が一、

不備がございましたら事務局までご連絡ください。 

 それでは、これ以降の議事運営については中村委員長代理にお願いいたします。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 なお、カメラ撮りによる撮影はこれ以降はご遠慮いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

【中村委員長代理】  北大の中村です。中出委員長欠席ということで、ふなれですけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

 まず、皆さんのお手元にある議事次第を見ていただいて、まず最初に２０１９年とりま

とめ（案）というのをまとめたいと思っています。これは昨年度議論した内容のとりまと

めということのようです。それから、議事次第の（２）で今後の論点について、さらに国

土専門委員会で議論すべき論点について事務局から説明していただいた後、皆さんのご意

見をお聞きしたいと思います。それで、その他ということで進めてまいります。 

 それでは、早速ですけれども、議事次第（１）２０１９年とりまとめ（案）について、

事務局からご説明をお願いいたします。 

【国土管理企画室長】  国土管理企画室長の伊藤でございます。本日はよろしくお願い

いたします。 

 私からは資料１、資料２－１、資料２－２、前回３月にごらんいただきましたときに、
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先生方から大変貴重なご意見を多々いただきましたので、できる限りそれを本文に反映さ

せて修正したものがお手元にある資料２－２でございます。資料２－２が大部になってお

りますのは、裏のほうに別紙１といたしまして調査の詳細な報告、別紙２といたしまして

旧中条村でのワークショップの詳細な報告をつけております。 

 それでは、いただいたご意見、資料番号で申しますと、資料１というものをタブレット

でごらんいただきつつ、私からは資料２－２で修正点、変更点をご紹介してまいりたいと

思います。 

 大きな枠組みと資料の文章構成全体にかかわる変更点でございますが、まずタイトルで

ございます。「なし崩し的な放置が予想される土地の管理のあり方」ということでこれは前

回のサブタイトルにこのような表現がございましたが、私どものとりまとめ文書の問題意

識としましては、このサブタイトルのほうがはっきり伝わるであろうと考えまして、この

タイトルを本題といたしました。 

 おめくりいただきまして、４ページでございます。前回ごらんいただきましたとりまと

め文書の中では、利用と管理という形で両者の意味合いを整理したところでございますが、

先生方からは違う視点からの意見もいただきました。例えば資料１の５ページ、一ノ瀬先

生の６番でございますが、「『利用・管理』でよいのではないか。管理がマネジメントなら、

管理の中に利用が入っているのが本来の形」と。１つお戻りいただきまして、３番の山野

目先生のところでは、「利用していないことも利用だという人もいて、論理的に利用されて

いない土地はないという考え方もある」。 

 このような違う視点からのご意見も頂戴したところでございますが、ここでとりまとめ

文書を一貫する整理といたしましては、「利用」ということを切り離しまして、「管理」の

みで定義いたしました。「物理的行為を行う又は放置することによる悪影響を把握・抑制す

る行為」ということで、悪影響との関係によりまして管理の程度に違いがあるということ

を、この下の四角の中で具体例とともに整理いたしました。 

 それから、この箱の中の米書きでございますが、「悪影響」という言葉を用いております。

これまで議論してきた「外部不経済」という言葉のほかに、前回の委員会では、例えば林

先生のご意見、資料１ですと２ページになりますが、４番のところでございます。「地域で

議論されるのは使いたいと思ったときに使えないことによる心理的なダメージなど、これ

を外部不経済と表現するのが正しいかは議論が必要」と。また、５ページの一ノ瀬先生の

ところでございますが、外部不経済があるか否かではなく、「土地が本来持っている価値を
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いかすとか、損ねないことが大事」と。その次の土屋先生のところでございますが、「本来

の土地の価値をひとまず評価することのほうが外部経済よりもよい」と。 

 こういったご意見も頂戴いたしましたので、悪影響というところに将来的な活用可能性

の喪失という視点も加えて整理しております。これは後ほど第４章のところでも再度触れ

させていただきます。 

 それから、これまで定義のところに置いておりました「適切な管理」という言葉を省き

ました。この「適切な管理」という言葉によりまして、まさに適切なものが一義的に存在

するかのように用いてきたわけでございますが、土地の所有者が模索する管理といいます

のは、維持していきたい土地の優先度ですとか悪影響のあり方、こういったものの総合的

な判断で決まってまいりますので、安易に「適切な管理」という言葉を定義しないことと

いたしました。 

 続きまして、資料２－２の１３ページ、第２章をごらんいただけますでしょうか。前回

のご意見、４ページの瀬田先生のご意見でございますが、「土地の現状と課題についてもう

少し調査の結果わかったことをしっかり記すべきではないか」といったことで、１３ペー

ジから１５ページに至ります現地調査の模様につきましては、土地が集中してではなくモ

ザイク状に放置されやすいですとか、所有者が不在の場合に土地が放置されやすいといっ

た見出された傾向というものを追記いたしまして、また現場調査の写真を大幅に追加いた

しました。 

 それから、第３章でございます。資料２－２の２０ページをごらんいただけますでしょ

うか。第３章の位置づけでございますが、前回ごらんいただきましたとりまとめの中にお

きましては、第３章の冒頭からフロー図を用いた地域の検討というものと、４５度線のチ

ャートを用いた広域的視点での評価と。こういうある意味、これまで作業仮説的に用いて

きました２種類の図を冒頭でお示ししておりました。ただ、これまでの委員会のさまざま

なご指摘の中で、机上の空論ではないかといったような趣旨のご意見も頂戴しております。 

 これまでのこうした議論とケーススタディでの実施の過程を踏まえまして、第３章につ

きましてはケーススタディに関する記述と限定いたしまして、従来ありました地域での検

討フローといった図は第４章のほう、地域ですべきことという中に一般化して、そういう

構成にいたしました。したがいまして、この第３章では、参考にいたしました山形県作谷

沢の事例、それからケーススタディでの実施の概要となっております。 

 さらに、４５度線のチャート図、コストバイ分析の図でございましたが、こうした図に
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つきましては、広田先生から指標に関する議論に注力することはそれほど意味がないので

はないかといったご意見も頂戴しておりまして、まだ議論が熟していないということで、

この本とりまとめへの記載からは取り下げております。このチャートを用いた分析のとこ

ろでございます。 

 資料２－２の２４ページをごらんいただけますでしょうか。ここで新たに図１７といた

しまして、ケーススタディを実施しました旧中条村伊折地区の概要を掲載いたしました。

この伊折地区につきましては、人口減少・高齢化の問題を抱える典型的な地域と認識して

おりまして、アンケートの回答地区の平均を上回るような数値をごらんいただけるかと思

います。こうした特徴は、今後、全国への横展開ということを考える上でも重要な示唆が

得られたものと考えております。これは前回、瀬田先生からも、ご意見の中では２－３で

ございますが、ほかの地域への展開ということを意識していくことが重要であるといった

ご意見を頂戴しております。 

 続きまして、資料２－２の３７ページをごらんいただけますでしょうか。国、都道府県、

市町村の役割分担といったところで、これは前回の委員会におきまして、瀬田先生、一ノ

瀬先生からそういった役割分担を示すことが重要であるということで、そのような構成に

組み直しております。これは後ほど個別の論点ということでご紹介いたします。 

 以上、大きな枠組みとしては今申し上げたようなところでございますが、個別の点とし

まして委員のご意見等あわせてご紹介したい点を申し上げます。 

 まず、資料２－２の３０ページをごらんいただけますでしょうか。想定する地域の単位

といった問題でございます。このワークショップを実施いたしました伊折地区は、旧中条

村には１１の行政区がございまして、そのうちの一つでございましたが、前回の委員のご

意見の３ページの１１番、新井氏というのは自治会に参加されていらっしゃって、委員会

にもお越しいただいた新井氏でございますが、このワークショップを進める上で、江戸時

代の村の単位がちょうどよかったといったご意見を頂戴しております。この単位設定につ

きましては、地域の状況によりましていろいろな事例があろうかと思いますが、後ほど５.

２.２.というところで、市町村が中心となった単位の設定の重要性というところにつなが

る話になってまいります。 

 続きまして、資料２－２の３２ページ、地域での検討フロー図でございます。前回ごら

んいただきましたものからワークショップでの現場を通じた実感と、また林先生から頂戴

しました前回のご意見の２ページの１番、実際にワークショップで議論する際にはwill・
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want・can・shouldを意識して議論することが重要であるといった意見を頂戴しておりまし

て、こういった視点からフロー図を再整理いたしました。 

 言葉の使い方としましても、「利用」と言っていたところを全て「管理」という形で表現

しております。従来どおりの方法で管理していくのか、新しい方法で管理していくのか、

または必要最小限の管理としていくのか、このそれぞれにつきまして右側、領域の色と点

線、破線の色をそろえておりますが、どういった行為がそれぞれに該当するのかというこ

とを具体的に例示いたしました。 

 また、このフロー図によりまして、これまで扱いでいろいろご意見も頂戴していました

赤い領域がなくなりまして、地域では新たな方法で管理をしてみて、難しければ、真ん中

のcanの視点というところでございますが、再度検討して、複数のシナリオを考えていくと

いったことが、このフロー図からも読み取れるかと思います。こうしたフロー図を巡回す

ることで、地域の意思を尊重した合意形成のプロセスになるのではないか、そういう使い

方ができるのではないかと考えております。 

 続きまして、１枚おめくりいただきまして、２－２の３３ページ、上の部分では青の領

域、黄色の領域、緑の領域をそれぞれ言葉で詳しく説明しております。下半分の部分でご

ざいますが、悪影響という点につきまして、実際、現地でのワークショップを通じた実感

といたしまして、従来から言われている外部不経済のほか非常に強く感じられましたのが、

将来的な活用の可能性を失ってしまう、こういった悪影響、地域の方々の心理的なダメー

ジといったものが強く受け取られたところでございます。 

 この外部不経済につきましては、先ほど申しましたが、委員の先生方からも土地の価値

を評価するという点の重要性につきまして頂戴したところでございます。 

 次に、３４ページでございますが、「地域管理構想図」という表現でこの地域の土地の使

い方を表現しております。これは前回ごらんいただきました案では「利用・管理構想」と

いう表現でありまして、冒頭で申しました「利用と管理」の定義の難しさという問題に加

えまして、後に出てまいります国、都道府県、市町村、行政側で描く管理構想というもの

との違いが非常に紛らわしいいうことで、地域管理構想図という名前をつけております。 

 この固有名詞自体には特別な意味はございません。地域で描く管理構想図というものを

縮めた形でございます。具体的な事例としましては、資料２－２の２２ページで私どもが

参考にいたしました山形県作谷沢地区の事例ですとか、また旧中条村のケーススタディで、

まさに現在、検討中のものが２９ページ、２つのシナリオでこういう構想を描いてみた。
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これが今の途中のものということで、こういったものを地域で描くことが重要ではないか

と整理いたしました。 

 続きまして、資料２－２の３７ページをごらんいただけますでしょうか。ここからは国

が中心となってすべきこと、市町村が中心となってすべきことといった形で、それぞれの

役割の主体的なものに沿ってなすべきことを整理しております。 

 まず、国が中心となってすべきこととしまして管理構想の策定を挙げておりますが、前

回までにお示しした管理構想の記述におきましては、事務局の内部でもまだ検討が熟して

いない段階でございましたが、山野目委員からいただいたご意見でございます。ご意見４

ページの３番目のところでございますが、管理構想を国土利用計画に位置づけることにつ

いて賛成する。こういった大きな国レベルでの役割というものが改めて認識されまして、

このようなご意見も踏まえまして、管理構想の内容と役割について整理いたしました。 

 管理構想の主な特徴といたしましては、見出しにもそのまま書いてございますように、

悪影響の抑制等の観点から放置すべきではない土地を類型化したもの、それから本文中で

は広域的視点のもの、地目横断的に策定されるものといった特徴でございます。 

 本文の３７ページ１９行目にもございますが、管理構想と申しましてもゼロから全て新

しくつくるというわけではございません。個別の分野ごと、例えば森林ですとか農地です

とか、それぞれ計画で既に位置づけられているものもあろうかと思いますが、こうしたも

のを地目横断的に示すということに意義があるのではないかと考えております。 

 また、「国を補完する形で都道府県が」と下のほうに記しておりまして、後では「市町村

の立場でも特に守りたいものなどを管理構想で」という書き方をしておりますが、国から

都道府県、市町村と必ずしも上からの一方向というものではなく、県の策定したものを全

国に広げるといった方向性も想定しております。 

 この管理構想に関連しまして、３９ページの下半分をごらんいただけますでしょうか。

市町村の管理構想図という、市町村の管理構想を絵に落としたものでございますが、これ

は後に述べます５.３.の国土利用計画活用への橋渡しを考えておりまして、市町村の管理

構想図を描くと整理いたしました。この管理構想図につきましても新たにゼロからつくる

というよりも、国土利用計画（市町村計画）の中では土地利用構想図というものを多くの

自治体がつくられておられますので、それに管理構想の要素を加えていくということにな

ろうかと思います。つまり、ここの管理構想の中では、国と県がビジョンを示しまして、

市町村はそのビジョンを絵に示す、住民からその絵にご意見をいただけるという流れを想
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定しております。 

 次に、市町村が中心となってすべきことというところでまとめました、まず３８ページ

５.２.２.主体の育成でございます。前回、広田先生から、主体の問題は避けて通れないの

で、次の段階でしっかり議論をしていくべきだといったご意見を頂戴しております。そこ

で、まず地域に一番身近な市町村の役割としてここに位置づけまして、それとともに市町

村の予算、人員的な限界、制約というものも頂戴いたしましたので、そこが難しい場合に

は都道府県が専門家の派遣などでしっかり支援する仕組みとする必要があるというふうに

整理いたしました。 

 この主体のあり方に関しましては、既に地域運営組織などが構築されている場合には、

そういった組織に気づきを与えるということが非常に有効かと考えられますので、記載し

ております。長野の現地会議に出席いたしましたまめってぇ鬼無里の事務局より、土地を

放置してよいものか、客観的に見るべきという新たな気づきを得たといった発言をいただ

いております。この主体の問題につきましては、６.１.の残された課題というところにも

記しまして、引き続き課題の抽出に臨んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、３８ページの下から３９ページにかけまして、放置された土地の現状及び

将来的な放置が予想される土地の把握といった点でございます。前回、瀬田先生から、実

態把握の必要性というものをもっと強調すべきではないかというご意見を頂戴しておりま

す。管理のあり方を考える前提情報としまして実態把握が重要である。そこで、これも市

町村が中心となって行うべきものとして位置づけております。土屋先生からはモニタリン

グの必要性というご意見を頂戴いたしまして、将来的な放置の予想を市町村が現場で考え

ることによりまして、モニタリングの心構えというものを把握のプロセスの中で持ってい

ただけるのではないかと考えております。 

 ５.３.国土利用計画の活用可能性でございます。先ほど来申しました管理構想というも

のを各段階での国土利用計画に反映できる仕組みとなれば、より有効に活用できるものと

思いまして、このような章立てにしております。 

 特に加えましたのは分野横断的というところで、国土利用計画には分野横断的な性格が

あるわけですが、個別分野ごとの法定計画への位置づけも重要といった趣旨のことを明記

いたしました。それが両方相まって推進していくことが望ましいと考えております。 

 ２０１７年とりまとめ、国土利用計画の活用可能性のところとの関係も示しまして、先

ほど申しました市町村の土地利用構想図に管理構想の要素を盛り込むとこういう活用の可
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能性があるのではないかといったことを記載いたしました。 

 最後に、４２ページの６．１．以降は、残された課題として整理いたしました。まず、

１番目が中心となる主体のあり方、主体を創出・育成するための方法ということで、旧中

条村の例で申しますと、もともと中心となる方々はいらっしゃらなかったのですが、そこ

は適切なファシリテイト等の地域住民の関心が得られたということで、地域管理構想図の

策定までは何とか見通すことができております。しかしながら、構想図も実際に進捗管理

をしていくためには、主体的に動いていただける方がいなければ難しいと考えられますの

で、こうした問題につきましては引き続きケーススタディの継続ということで、中心とな

る主体の創出、育成方法の課題を抽出してまいりたいと考えております。 

 次に、低コストな管理手法の研究及び普及ということで、言うまでもなく人口減少下の

中では少ない人数負担でできる管理手法の導入が極めて重要でありまして、長野の現場開

催の会議の際でも信州大学の先生の発表、説明いただいたところでございますが、この点、

引き続き大学、公的研究機関などの研究を注視してまいりたいと考えております。 

 次の現在深刻化していない地区で将来的に起こり得る問題の展望といったところで、今

年度の検討は主に中山間地域を中心に課題の抽出が行われましたもので、都市郊外部では、

現地調査は行いましたが、特に面的な課題として深刻なものの認識は得られませんでした。

しかしながら、今後の人口減少社会加速化を考えますと、都市の郊外部におきましては居

住人口も多く、土地の需要が減退していると想像されますので、将来の課題の深刻化が大

きく広がってくる可能性がございます。こうした課題は全国共通と考えられますので、引

き続き国土管理専門委員会でも議論していきたいと考えております。詳しくは議事(２)の

ほうで紹介いたします。 

 次は地目横断的な管理構想の策定でございまして、先ほど５章でも国が中心となってす

べきことと整理いたしました。現時点におきましても人工林ですとか、保安上の危険があ

る空き家ですとか、こういったある程度放置すべきではない土地に関する知見というもの

は一定程度得られているところでございますが、これを地目横断的に判断するための考え

方というものはまだまだ不十分と言わざるを得ないと考えられます。 

 そこで現時点での知見を整理いたしまして、漏れた部分も含めまして、地目横断的な検

討を重ねていきたいと考えております。この点も議事(２)で詳述いたします。 

 最後に、必要な制度のあり方ということで、国土審議会の土地政策分科会特別部会のと

りまとめが２月に出てまいりまして、ここで述べられた取りまとめの中では、国土管理専
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門委員会の審議事項とされております持続可能な国土管理利用と大いに関係する部分がご

ざいますので、それを踏まえた必要な制度のあり方の方向性を検討していきたいと考えて

おります。これも詳しくは議事（２）のほうで詳述いたします。 

 以上、長くなってしまいましたが、前回お示ししたとりまとめ（案）からの変更点を中

心にご説明いたしました。 

 私からの説明は以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。前の内容の記憶もどのぐらい皆さんの

中で残っているかわからないんですけれども、特に最後のほうを詳しく説明していただけ

たので、ある程度変更になった場所も理解できたかと思います。 

 それでは、どなたからでも結構ですので、ご意見いただければと思います。どうぞ。 

【土屋委員】  比較的軽い話題というか、３２とか３３のあたりに、これはたしか林先

生がおっしゃったことに出てきたと思うんですけれども、want・should・canというのがあ

って、これは非常にわかりやすく、イメージとしていいと思うんですが、どうもwantが気

になっていて、ほかのは全部助動詞なんですが、wantだけは動詞なので、何とかならない

かなと思って。 

 実はwillじゃだめだし、shallってかなり意志が入るのでいいんじゃないかと考えて、さ

っきちょっと引いたんですけれども、shallってあんまり最近は使われてないようで。will

というのは、その前には当然やりたいというのがあるわけだけれども、時系列的に言えば

当然やりたいからやるというので、willというのを使ってもいいかなと思った。wantでも

皆さんがいいと言うなら、全くいいんですけれども、思ったということで、ちょっと軽め

です。 

【中村委員長代理】  何か事務局のほうからありますか。これはどこかで必ずというか、

こういった分け方をよくされているものなのですか、それともたまたま今回使われたとい

うことですか。 

【課長補佐】  何かを参考にしてまとめたというよりは、今回、林先生からいただいた

ご意見をこのフローの中に落としたときにどういう整理ができるかということで、事務局

で整理したものになります。林先生には当然、ご意見をもらいながらまとめたものです。

なので、これをどうしても変えられないということはないので、今日の先生のご意見も踏

まえながら、また林先生とも少し意見交換させていただいて、検討させていただきたいと

思います。 
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【中村委員長代理】  よろしくお願いします。 

 ほかいかがでしょう。どうぞ。 

【広田委員】  全体として非常にすっきりしたという印象を受けます。用語もそうです

し、記述もすっきりしていい感じになったんじゃないかなと思います。 

 その上でなんですが、私も１点だけ、３９ページがいいですか、４０ページにもちょっ

と関わるんですが、市町村管理構想図の作成ということで、要するに今回のレポート全体

が表題にあるようになし崩し的な放置というか、全体を見る視点がないまま、まさに個別

になし崩しに進んでしまうところが一番問題だと捉えています。私も最初の頃からそこが

ポイントじゃないかと思っていたんですが、そこに着目されて整理されて、すっきりしま

した。なし崩し的な放置というか、推移を許さないツールとして、ここで言う管理構想図、

計画を作るのもいいと思うんですが、計画を形骸化させないように、計画というのは何か

物事を計画的に実現するためにまとめるわけですから、先ほど話もあったように、一定期

間を置いたらモニタリングして、その計画なり構想を絶えず見直していくという、我々の

分野では計画のマネジメントと言うんですけれども、その視点を入れたほうがいいんじゃ

ないか。 

 以前もちょっと申し上げたかと思うんですが、３９ページの市町村管理構想図について

も計画のマネジメントという視点を入れるのと、あと４０ページの国土利用計画の活用と

いうのもすごく重要なことだと思うんですけれども、法定計画になるとますます形骸化し

やすくて、一旦作ってしまうとそれを変更や修正しようと思うとそれなりの手続が要るの

で、どうしても計画を放置しがちなんです。 

 それを避ける工夫、仕組みが必要で、特に法定計画にするとそこの部分がないと、あま

り変更ないまま計画図が、放置しているわけじゃないんですけれども、なかなか変えにく

くてそのままになってしまって、本来の柔軟な運用というか、そういう使い方がやりにく

くなってしまいがちなので、いつも言っているように計画の順応的管理というか、そこの

仕組みをちょっと入れたほうがいいかなと。 

 現状の推移や、あるいは計画というのはその時点でそれなりの時間を使っていろんな方

が関わって作るんですけれども、パーフェクトな計画というのはそもそもないわけで、と

りあえず作って実際に運用してみて、具合が悪いところを修正していくという、繰り返し

になりますけれども、順応的な対応が必要なので、そこの部分への言及を少し入れてもら

えると、より良くなるかと思います。 
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 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。事務局のほうから特に。よろしいですか。 

【国土管理企画室長】  しっかり受けとめたいと思います。 

【中村委員長代理】  ほかはいかがでしょうか。順番にいきましょう。 

【一ノ瀬委員】  一ノ瀬です。済みません、少しおくれまして。 

 前回、３月に委員会があって、その後、３月末に西日本豪雨の被災地に行ってきまして、

この前の週末も金曜日から、阿蘇のほうで始まる新しい環境省のプロジェクトの関係で、

３日間ほど熊本と阿蘇に行っておりまして、その中でも前回も少し議論があった、例えば

放っていても結構大丈夫なんじゃないかという話と、委員の中でももう少し広い目で見な

いと、広域性が損なわれる問題があるんじゃないかということもちょっと考えながら現場

を見ていました。 

 そういう意味でいうと、今改めてもう一回いただいた原案、基本的にはこの間、随分デ

ィスカッションされたことが整理されて、私もかなりすっきりしたものになっていると思

っています。 

 ただ、改めて見ると、非常にボトムアップ的な構成になっているんだろうなと考えてお

りまして、国の役割とか自治体の役割、それも大きな方向性として別に反対なわけではな

いんですけれども、これまでも何回か申し上げたみたいに、自治体のレベルでは手が余っ

たりとか、あるいは地域のレベルで見逃しているけれども、問題があるかもしれないみた

いなことも考えると、ほんとうは国土全体を見渡すみたいな意味でいうと、国の役割とし

て、今は顕在化してない、あるいはどうやらここら辺は危ないんじゃないかみたいなこと

を、日本全土を見てそういうものを調べるようなことが必要なんじゃないかと改めて見て

思っていました。 

 というのは、国が中心になってすべきことというのが３７ページに、土地を類型化して

管理構想の策定というか、その方策みたいなもの、メニューを示すみたいな、もちろんそ

れは賛成なんですけれども、もう一方で、地元も危ないと言ってないし、地域の人も危な

いと言ってないんだけれども、それが今すぐ思い浮かばないので、ここに書き込んでいた

だくという意味ではないと申し上げたんですけれども、人口の状態とか土地利用の状態で、

ここら辺は実は危ないんじゃないかみたいなことを探らなきゃいけないのかと思っていま

す。 

 というのは、前回もちょっと申し上げた、例えばアンケートを送っても返ってこない、
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非常に小規模な自治体になってくると、マンパワーなども非常に厳しいんだなというのを、

おつき合いさせていただいてひしひしと感じています。 

 そういう中で専門家とかがたくさんいたりで、こちらもいろいろやりたいことがあって

とかであっても、そういうこと自体に対応するのも大変ということも見ていますと、もち

ろんそういうところに、例えば県が何できるかとか国が何できるか、個別に言うとそうい

うことになるのかもしれないんですが、ちゃんと国のレベルで、国のレベルというのは国

交省なり、そういうレベルで国土を見ておくみたいなことが大事かなと。ただ、今ここの

どこを変えろということを言いたいわけではなくて、可能であれば次のステップで少し議

論をさせていただければと思っているということです。 

 済みません。長くなりました。以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。今の点はいかがでしょうか。広域的な評

価というか、ある意味で診断みたいなことになっていくと思うんですけれども、そういっ

たものを国としてある程度サポートしていくべきなんじゃないか、もしくは広域的に見て

いくべきなんじゃないかというご意見だと思うんですけれども、どちらかというと自治体

中心にいろいろやっていただいて、それをボトムアップで上げてくるというのが多分この

内容の趣旨だと思うんです。一ノ瀬委員はやわらかく、これをどうこうということではな

くて、将来的な課題としてもそういうふうに考えていただきたいという発言だったと思い

ます。 

【国土管理企画室長】  お答えいたします。次でご紹介いたします、これからこの委員

会で何をやっていくかというところで、全国の地目横断の管理構想を検討するといった点

がございます。そこに大いにかかわってこようかと思います。都道府県なり国なりが、マ

ンパワーの限られたような自治体をどう支援していくかということも非常に重要な論点だ

と思いますので、一部そういった記述も都道府県がすべきことといった形で書いてはおり

ますが、もう少しほかに何かサポートできるところはないか。これは引き続き考えていか

なければならないことと思っております。 

 以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。 

【大原委員】  今回は非常にわかりやすく改善されていると思っております。３４ペー

ジで、第４章で今回のバージョンから地域管理構想図という言葉を使うようになっており

すごくわかりやすくていいんですが、３章のケーススタディのところで地域管理構想図と
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いう言葉を使わずに、土地の管理の構想という言い方をしているので、４章を読んだとき

に、ケーススタディで地域管理構想図って作ったのかな、と思ってしまいました。２８ペ

ージくらいからこの構想図をつくっている説明が出るんですけれども、ここでは地域管理

構想図をつくりましょうということを書いていただいて、土地の管理の構想図という言葉

はやめて、地域管理構想図に統一してもらったほうがわかりやすいのではないかと思いま

した。 

 あと、３４ページを見ますと、地域管理構想図は従来どおりの方法の管理と新たな方法

と必要最小限の３つの分類で地図化しているということですが、２８ページを見ますと、

従来どおりと新たな方法は書いてあるんですが、３番目の必要最小限の管理というところ

が人手をかけないという言い方をしていて、同じなんですけれども、言葉の使い方が変わ

ったりしていて、読んでいて、どれが対応するのかちょっと混乱したりしましたので、言

葉の対応づけに一貫性を持たせていただけるとありがたいと思いました。 

 あと、地域管理構想図のつくり方は、今回のワークショップを通して非常に試行錯誤を

して、こういうふうにまとめるというやり方を編み出していただいたわけなので、今後、

市町村が中心になってなすべきことの中に地域管理構想図を描くための場や中心となる主

体の創出・育成も既に挙げてありますが、そもそものつくり方とか議論の仕方ももっとい

ろいろ発展させる余地があるのではないかと思っています。そういうところも今後どんど

んやっていったほうがいいことに挙げていただくといいのではないかと思いました。 

 以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。今の点、３４ページで地域管理構想図と

いうのが書かれてきて、今、大原委員がおっしゃったようなワークショップでやられたも

の、赤、黄色、緑がいわばそれに該当するというふうに示していくのか。これはあくまで

も一つの事例であって、この管理構想図というのもある意味まだ完成されたものではない

ですよね。今後の発展の余地はあるという前提で、皆さんこういうものをつくるんだなと

いうことがわかると思うんですけれども、これ以外にも管理構想図というものの内容があ

るならば、あまりこれに固定してしまうのもちょっと心配ではあるんですけど。 

【国土管理企画室長】  大原先生おっしゃるとおり、試行錯誤で進めてきたところもあ

りまして、私どもの今の整理の中ではワークショップで色を塗ったところと、３２ページ、

３４ページでお示ししている色の使い方というのはそろえたつもりでおりますが、これ以

外に何かほかの道があるんじゃないか、ほかの整理や表現もあるんじゃないか、それはお



 -15-

っしゃるとおりでございますので、まだまだこの１件から全てに普遍化、これで完璧とい

うわけではございませんが、一つの形として両方そろえた形で出していきたいと考えてお

ります。 

【中村委員長代理】  後で言おうとしたんですけれども、これを読まれる方々、特に自

治体の方々はイメージが湧かないと思いますので、例えばということで、この前のケース

スタディを一つ引用するというのは私も良いのではないかと思います。 

 ただ、これがどんな形で決められてきたか。どちらかというと、ボトムアップの議論の

中で決められてきましたよね。実際には、この３つの区分自体の評価的なものはまだ未完

成ですよね。あるときはもうちょっと科学的なエビデンスを積み上げた上で放置しても大

丈夫とか、今のままちょっと手を加えるべきだ、手を加えるときはこんな方向を見るべき

なのではないかとか。まだわかっていなくてこの中に書き入れられていないこともあると

思うので、その辺は最後のほうの課題のところで、地域管理構想図というのはあくまで一

つの事例、ケーススタディは示したけれども、それについてまだ足りない点があって、そ

れは私の考えでいうと、科学的なエビデンスをもうちょっと入れていかないと、ばらばら

な基準の中で青、黄色、緑の領域が各自治体によって違った評価の中で決められていく。 

 それはそれで必ずしも悪いことではなく、どこを大事にするかという中では大事な面は

あるかもしれないんですけれども、ただ、何せボトムアップでうまくつかめるところと、

先ほどの役割分担の中でエビデンスを積み上げてきちんと評価するというのも、両方あっ

たほうがいいのかなという感じがしました。 

 瀬田委員、お願いします。 

【瀬田委員】  １点だけなんですけれども、３０ページから地域ですべきことというこ

とで、次のページからステップ１、２、３というふうにありますが、その前の前提として

ステップゼロとして、そもそも地域で考えてくれる人をどんどん増やすというか、そのス

テップは結構大事かなというふうに非常に感じています。 

 おそらくケーススタディの場合は既に問題意識を非常に深く持っている人が多くて、そ

のステップはパスしてワンから始められるということだったかと思うんですが、通常は、

例えば役場の方が問題意識を持っても、地域の人は放っておいてもいいとか、逆に地域の

人で心配する人がいてもあんまり周りの人は意に介さないような、そんな状況がおそらく

普通なのかなと思うと、ステップゼロというのは非常に大事で、問題意識がかなり地域の

中で醸成されてきた後に、どうやってやろうかと、あるいはちゃんと状況を把握しなきゃ
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いけないという、３１ページに書いてあることを進める段階になるんじゃないかと思うん

です。 

 可能であれば、問題意識を持った人が、まず最初にどうやって地域で考えてくれる人を

増やすか、あるいはこの報告書を読む方が、例えば普通の住民だったりした場合はどこに

持ちかければいいのかというところ、難しいところではあると思うんですけれども、少し

いろんな選択肢を挙げていただくと、より現在抱えている問題に直接アプローチをする報

告書になるんじゃないかと思います。 

 以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。どうぞ。 

【専門調査官】  今の書き方の整理学としては、４章は地域を主語として、５章は国、

都道府県、市町村を主語として書いていますので、おそらくステップゼロに関しては主語

も市町村なんだろうというふうに認識していて、３８ページの５.２.２.の市町村が中心と

なってすべきことの一丁目一番地のところで主体の創出・育成というふうに書いていて、

これがステップゼロに位置づけるようなものなのかなと思っています。ただ、４章から読

み始めたときに、その視点がわかりづらいというところもあるかと思いますので、どう改

善できるか考えてみたいと思っております。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。 

 それでは、さっき土屋さんは軽くとおっしゃったので、思いも含めてどうでしょうか。 

【土屋委員】  ありがとうございます。市町村が中心になってすべきこと、第５章です

が、これは国と都道府県、市町村と表題はなっていますが、実際はこの節の構成でいくと、

市町村と国は書いてあるんですが、都道府県は付加的になっているんです。ちょっとこれ

が気になっていて、都道府県というのは、例えば前も言ったと思いますが、森林の場合だ

と森林系の職員の数というのは国と市町村のを足したのよりも都道府県のほうが多くて、

大体１.５倍ぐらい都道府県がいるんです。かつ、専門性というのはもちろん国の職員は持

っているわけですけれども、都道府県もそれに準じた形で持っているというのは、かなり

市町村段階とは違うところだと思っていまして、そのポテンシャルや能力を生かさない手

はないと思うんです。 

 ただし、もう片方で、地目横断的、もしくはさまざまな政策を横断的に見る機能という

のは市町村が持っているので、都道府県がやってしまうと、国からと同じで、縦割りにな

ってしまうところをどううまく使っていくかというところが重要で、ここでは市町村の記
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述のところでも地目横断的な機能というのを市町村が持っている、もしくは下の地域が持

っているということをもう少し強調すべきで、例えば市町村がそのために会議や検討の場

をつくるときに専門家を呼ぶ、ここでは専門家を派遣してということで都道府県の役割と

書いてありますけれども、都道府県の職員もかなり専門性を持っているので、そういう都

道府県の職員が専門家的な部分として市町村に招聘される。そこでさまざまなアドバイス

をしていくという機能がもう少し強調されてもいいんじゃないかと思います。 

 実は森林のほうで森林経営管理法ができたりして、片方で森林環境税のもあって、基本

的に言うと、市町村がいろんなことをやらなくちゃいけないわけですけれども、それを都

道府県がサポートする意味で、これは都道府県によっていろいろ違うんですけれども、サ

ポートセンターのようなものをつくっている場合があって、つまり市町村の要望に応じて

さまざまなお手伝いをするところとしての都道府県というのがあるんです。 

 この場合だと、それは横断的に、例えば都道府県の出先単位ぐらいで、そこの出先にい

るさまざまな分野の、もしくは地目担当の、あるいは法定計画担当の人たちが一つのチー

ムをつくっていて、それが都道府県からお助けのために派遣される仕組みというのはあり

得るんじゃないかという気がしています。 

 それからもう１個、これは前回の私の意見も紹介していただきまして、先ほど広田さん

も言ってくれたんですけれども、モニタリングは非常に重要だと思っていまして、モニタ

リングがなくて棚ざらしになっている計画もたくさん見ていますので、モニタリングとあ

る期間内でのそれの見直しというのを強調して強調し過ぎることはないんじゃないかと私

は思っています。 

 以上です。 

【中村委員長代理】  今のモニタリングをする主体は、基本は自治体になると。 

【土屋委員】  それはそうですね。 

【中村委員長代理】  その内容についてはどんな内容をイメージされるのか、もうちょ

っと教えてほしいんですけど。 

【土屋委員】  １つは、これは先ほど広田さんが言われたことですけれども、計画なり

管理構想ができるわけだから、ここの管理はこの程度だということをやるわけですね。た

だし、それはそのときの情勢や、そのときにそれにかかわったさまざまな主体の合意でで

きるわけだけれども、それはある時間をかけたら違ってくる可能性がある。１つは、その

違いというのはある程度モニタリングによって事実の変化を見ておいて、ある時点でそれ
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をもう一度見直しという形で判断をして、そこで変えていくということになるわけで、で

すから基本的には市町村、もしくはその下の地域になるんですけれども、それは先ほどの

都道府県の話ともかかわるんですけれども、市町村だけだと難しいのかもしれません。だ

から、そこでは都道府県が出しゃばらない形でのサポートをぜひやっていただけたらと思

います。 

 たしか作谷沢の例でも、１５年の構想の見直しというのは県の出先機関が初めに行った

というのは、そういう意味での典型的なサポートなんじゃないかと思います。 

【中村委員長代理】  具体的に先ほどのケーススタディで言うと、青、黄色、緑の区分

が将来的な形で妥当なのかとか、もう１個、実際には放置してはいけない場所については

何らかの行為をするわけですよね。それのモニタリングがまた必要になってくるんですね。

わかりました。 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【広田委員】  よろしいですか、追加で。２点ありまして、今の土屋さんの議論とも絡

むんですが、主体の件です。先ほどから市町村が一つの有力な主体として位置づけられて

いるわけですけれども、実際の市町村の現在の力量とかマンパワーから見ると、これに取

り組むだけの力ないしは関心と言ったらいいんでしょうか、モチベーションというか、そ

れを期待するのはちょっと難しいところもあるかなというのが正直なところです。 

 その意味で、先ほどからサポートとありますが、こういうことに関心がある何らかの主

体によるサポートの仕組みをつくらないと、そもそも市町村がこういうことに取り組もう

というところがちょっと怪しいかなという気がしないでもないと思います。ＮＧＯとかＮ

ＰＯというのもあるでしょうし、森林関係に人が余っているわけじゃないと思うんですけ

れども。 

【土屋委員】  余ってはないですね。 

【広田委員】  余ってないですか。ここはしっかりと考えておかないと、ここで書かれ

た提案自身が絵に描いた餅になる危険もあるかと思います。 

 ただ１つ、もし市町村がこういう問題に取り組もうというモチベーションというか、動

機になるとすると、人口が減少してこの地域全体をどうしていくべきだというところは、

ものすごく関心があると思うんです。単なる土地の管理ではなくて、この地域をどうする

んだという問題であれば相当関心を持って取り組むと思うので、ここで提案する地域管理

構想とか構想図というのは、まさに人口減少していくこの地域の保全なり、あるいは振興



 -19-

なり、それこそ撤退なり、それを考えるツールとして位置づけると、わりと市町村は関心

を持つと思いました。 

 大きなもう１点なんですが、先ほどの一ノ瀬さんのご発言で、国が中心となってすべき

ことって何かあるかなというところですが、すぐ思いつくのは、安全保障というのはここ

で考えなくていいのかなと。今、離島などで人がいなくなって管理されなくなると、安全

保障上の問題というのが当然考えられる世の中ですから、安全保障という視点が、３７ペ

ージに国が中心となってすべきことって幾つか書いてあるんですが、一つの視点になるか

なと。 

 あともう一つあるとすると、防災とか減災もあり得るかなという気はします。ここら辺

はちょっとテクニカルにもなると思うんですけれども、先ほど西日本豪雨の話をされまし

たが、私も去年行きましたし、先月も九州北部豪雨の朝倉市に行ってきたんですけれども、

ひどい状況でして、ああいった集中的な豪雨とか河川の氾濫というのは今や毎年でも起こ

り得るような話だと思います。防災と国土管理なんですが、もちろん防災上脆弱な地域を

この類型に入れるというのももちろんあると思うんですが、私がいろんな被災地に行って

考えるのは、被災したところを事後的に膨大なお金をかけて災害復旧していいのかという

ところが実はあって、仮に災害復旧してもまた雨が降ったら危険な場所というのも大いに

あるわけです。 

 なので、ちょっとこの委員会から外れるかもしれないんですけれども、防災とか減災の

視点から放置すべきでないというか、気にかけておかなくちゃいけないエリアというのは

明らかにあると思っています。 

 ただ、この国土管理委員会の扱うマターかどうかはちょっとまた別かなと思うんですけ

れども、山間地域の土砂崩れもそうですし、あと平場の、朝倉市もそうでしたけれども、

筑後川が破堤というか、溢水しちゃって、かなり広範に浸水しましたよね。それから、真

備町もそうでしたけども。ハザードマップがかなり正確だったということもいろいろ言わ

れていますけれども、逆にむしろ放置というか、利用しないでおく土地を特定するみたい

な国土管理もあるかなという気もしますので、防災・減災の視点から放置すべきでない土

地の類型化と絡められるかなという気もちょっとします。ほかの委員会等で防災関係はや

っておられると思うので、ここで扱うかどうかは私はよく分からないところがあるんです

けども。 

 以上です。 
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【中村委員長代理】  ありがとうございます。今おっしゃられたのは、少しだけ３７ペ

ージの５.２.１.国が中心になってすべきことの①、これは例えばということで、人工林の

放置によって土砂流出等で、いわばそういった災害的なものが起こることについて対応す

るということは書いてあるんです。今の広田さんのお話について事務局から何かあります

か。 

【国土管理企画室長】  国が中心となって考える管理構想につきましては、いろいろな

考え方もある。先生おっしゃったように、安全保障のものも分野としては当然あろうかと

思いますので、もう少し皆様のご意見を頂戴しながらしっかり考えていきたいと思います。 

【中村委員長代理】  そろそろ、決して制限するわけではないのですが、いかがでしょ

う。特にありませんか。 

 大体出尽くしたということで、ひとまず今まで述べられた意見は大幅な骨格の変更とい

うよりは、例えば５章の主体の問題であったり、あとは６章の今後やっていく課題の問題

が中心なのかなという感じがします。 

 ということで、全体としてはそれほど大幅な変更がないので、ひとまずざっとメモ書き

したことだけを言いますと、特にこういった地域の計画を立てた場合、地域管理構想図な

るものをつくった場合に絵に描いた餅に終わってはいけないので、常にそれが新たな時代

の要請であったり、時代の変化を踏まえながら変わっていくような、そんな順応的なアダ

プティブな計画論であってほしいと。これは広田さんも言われていて、土屋さんもそうい

ったものを実施していくためには、モニタリングみたいなものをきちんとやっていかない

と、うまくＰＤＣＡが回らないだろうという意見がありました。 

 特にまた主体の問題については、瀬田委員がおっしゃられたように、まず最初のそうい

う方々がどういう形でモチベーションをつくっていくかということで、それは５章に書い

てあったりはしているんですけれども、それを４章のほうに持ち込むということも一度ま

ずはご検討いただいて、座りが悪かった場合には今のままの場所でもいいのかなという感

じがしました。 

 それから、地域管理構想図なるものが一つの事例としてつくられていて、それをまず例

として挙げるのは私もいいと思うんですけれども、一ノ瀬委員がおっしゃったような、も

しくは今、広田さんがおっしゃったような防災・減災とか、国がやらなくちゃいけないこ

ととしてもう少し広域的な立場からの検討が必要ではないか。しかも構想図をつくる場合、

科学的なエビデンスを積み上げた形でやるということも必要なのではないか。もう一つは
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地域の要請。多分両方あったほうがいいと思うんですけれども、その辺について今後検討

していくといった内容も、書き込めたら書き込めるほうがいいのかなという感じがしまし

た。 

 もう一つ、主体のことでちょっと。土屋さんがおっしゃられた、自治体というのはそれ

ほどいろんな方がいるわけではないので、こういうものをつくってくれと言われてもなか

なか動きづらいだろう。どうやっていったらいいかわからない、財源もなかなか難しいと

いう問題があるので、そういった中では都道府県には専門の方々がおられるので、自治体

をサポートするような形でやっていくのが重要ではないかという意見が出ていたと思いま

す。 

 あと６章の残された課題のところで、順番に書いてはあるんですけれども、丸印で書い

ていて、当初、「人」「土地」「仕組み」というのを基準としてやっておられましたよね。私

の意見としては、そういった「人」「土地」「仕組み」について残された課題という形でま

とめてくださると、この一つ一つの丸印がつながった形で見えてくるのかなという感じが

します。これは配置の問題ですけど。 

 あとはもう一つのまとめ方としては、前のほうの報告書に書かれた目次に沿った形で、

それぞれ順番に残された課題を書いて、この辺の課題が前の５章までとつながった形で示

されていくのがいいのかなという感じがしました。そこに先ほどの皆さんのご意見を加え

ていただければと思います。 

 それで、前に進めたいので、もし委員の方々に同意いただけるならば、資料２－２の今

皆さんに見ていただいたとりまとめ（案）の本文ともう一つ資料２－１の概要版というの

があるんですけれども、皆さんおおむね骨格についてはお認めいただいたということで、

本日のご意見を踏まえて中出委員長と、私も今回、代理でやらせていただいたので、預か

りとさせていただいて、実際には修正案を５月２１日の計画推進部会に報告を行って、と

りまとめして発表したいということのようです。その方向でよろしいでしょうか。ありが

とうございます。それでは、そのような形で進めさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 続きまして、（２）「国土管理専門委員会」における今後の主な論点（案）について事務

局からお願いいたします。 

【国土管理企画室長】  議事（２）としまして、私からは資料３に基づいて、今後の主

な論点をご説明させていただきます。お手元のタブレットの中では資料３です。 
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 今、中村先生からとりまとめの最後、修正の方向性をご指示いただきましたので、残さ

れた課題というところにも少しかかわってくるかと思いますが、それ以外にもここで、今

後検討すべき主な論点について、事務局の現在の案をお示ししているものであります。忌

憚のないご意見をいただければと思います。 

 ここにありますのは、先ほどごらんいただきましたとりまとめ文中の残された課題のと

ころで挙げられていたものになります。まず、土地の問題が深刻化していない地区、具体

的には大都市遠郊部、地方都市近郊部などを想定しておりますが、こういったところで将

来的に起こり得る問題の展望といたしまして、先ほど申しましたが、今年度の検討は主に

中山間地における現地調査、課題の抽出を中心に行ってまいりましたので、都市郊外部で

の調査は比較的少なかった中で、こうした地域での将来的な課題の深刻化が今後増えてい

くことが予見されます。 

 ここで挙げました大都市遠郊部、地方都市近郊部という設定につきましては、中出委員

長からご提案がございました。潜在的な土地需要の今後の低迷ですとか、公共交通の不便

さといった共通点が見られまして、管理されない、使われない土地が今後大量に発生して

くるおそれ、それから公共交通の維持が困難になってくる可能性もございます。委員長に

よれば、昭和４０年代から平成に入るぐらいまでに新たに開発された地域が多いといった

ことでございます。 

 ここの調査に当たりましては、中山間地とは異なりまして、住民とのワークショップと

いう手法がいきなり有効とも思えませんので、中出委員長からは自治体関係者からのヒア

リングなどを実施してはどうかというご提案がございました。個別の空き家、住宅団地と

いうものよりも、むしろ面的な地域での選択と集中、地目の変更を誘導していく。こうい

ったことをどう取り組んでいくか、先進的な事例などを調べてまいりたいと考えておりま

す。何か論点などございましたら、ご意見を頂戴したいと思います。 

 次に挙げておりますのは地目横断的な管理構想の検討と。先ほどとりまとめ本文の中で

も言及いたしました。現時点で国として持っている知見というものもある程度ございます

ので、そういったものを整理してまいりたいと思いますが、それ以外、広域的な視点です

とか地目横断的な視点ということで、特に各地目の典型的な場合というのはこう対策すべ

きだということが明らかになっている部分もございますが、そういった典型例を外れた場

合、または地目から漏れていたり、地目が移りつつあるような事例にも目を向けていきた

いと考えております。 
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 この管理構想につきましては、将来的には国土利用計画などに盛り込むということを目

標に検討を始めていきたいと考えておりますので、この点につきまして管理構想の中身、

検討方法につきましてもどういう論点があるかご意見を頂戴できればと思います。 

 続きまして、土地政策分科会特別部会とりまとめ、突然ここで言及いたしますのも唐突

な感がされるかと思いますが、資料を少し切りかえていただきまして、参考資料１－１、

１－２をごらんいただければと思います。１－１が概要版で、１－２が詳細な文章でのと

りまとめとなっております。 

 国土審議会土地政策分科会特別部会につきましては、山野目先生が座長を務めていらっ

しゃいまして、中出先生が特別委員として加わっておられます。概要版の１ページをごら

んいただきますと、特別部会の検討が始められた背景が一番上のほうにございます。人口

減少社会で管理不全の土地が増えている、周囲への悪影響と。ここまでは私どもの管理専

門委員会と同様の背景認識でございますが、これに伴って土地に関する理念法である土地

基本法というものに、時代とのそごがさまざまな場面で出ているのではないかといった問

題意識が書かれております。 

 下の矢印で対応の必要性とございますが、そのため人口減少社会に対応した新たな土地

政策の基本理念を明らかにして、土地基本法を見直していくことが必要ではないかという

趣旨から立ち上げられ、取りまとめをされたものでございます。 

 とりまとめの大まかな内容としましては、次の２ページをごらんいただきますと、上の

ほうにございますが、所有者をはじめとした土地に関係する者の適切な役割分担を明らか

にいたしまして、その上で土地の適切な利用・管理の確保のため、土地に関する制度・施

策を再構築すべきということをうたっております。 

 具体的にまず何から始まるかといいますと、下の段の上のほうの土地利用・管理に関す

る責務と役割分担というところでございますが、まず所有者に対しましては第一次的にし

へ悪影響を与えないようにと。そういった形で、土地の適切な利用・管理を行う役割があ

るんだと。こういうものを所有者の責務としましてしっかりと位置づける。次の段にいき

ますが、それとともに近隣住民など、それから国、地方公共団体など、こういったものの

関与のあり方の方向性を打ち出しております。私ども国土管理専門委員会の視点からも、

この所有者の責務が十分に果たされていない場合の関係者とのかかわりというところを注

意して見ていかなければならないと考えております。 

 次の３ページは、概要資料ではいろいろな要素が込められておりまして、かえって理解
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しにくいところがございますので、ここからは本文をごらんいただきたいと思います。参

考資料１－２でございます。 

 参考資料１－２のとりまとめ本文におきましては、問題背景に引き続きまして、所有者

が負うべき責務や、その周りの土地に関係する関係者の役割の分担という順序で書かれて

おります。そこが始まるのが８ページからでございます。 

 ８ページから所有者の責務がございますが、所有者の責務を果たさない場合というのが

９ページからございまして、悪影響の度合いに応じて土地所有権が制限を受ける場面があ

る。ここは所有者自身の問題でございますが、所有者以外の者の役割として９ページの下

のほうから始まっております。 

 ここから行政の役割、民間、近隣住民・地域コミュニティなどの役割ということが列記

されておりますが、重要な点は１１ページからでございまして、まず上のほう、求められ

る管理のあり方が論として挙げられております。管理がしっかりなされていない不全の土

地におきまして求められる管理のあり方を明らかにするため、影響を受ける周辺地域で合

意形成を進めることが重要だということが申されております。 

 また、合意形成を進めるに当たりまして、周辺に悪影響を与えない、利用見込みもない

土地については、最低限の管理で足りるという方向性が示されております。最低限の管理

とは、ここでは法的な管理、境界を明らかにするとか、そういったものも含まれて考えて

おりますので、これまで私ども当委員会で議論してきたものとは若干ずれはございますが、

そういう方向性が出されております。 

 恐縮ですが、ここで少し飛んでいただきまして、管理のあり方につきまして具体的な方

向性、もう少し具体例に即して申しますと、１５ページをごらんいただけますでしょうか。

ここで地域における適切な土地の利用・管理の確保といたしまして、ⅰ）地域における合

意形成のコーディネートということで、市町村やまちづくり団体などが適切にコーディネ

ート機能を果たしていくことが重要である。 

 それから、１ポツの一番下のほうでございますが、地方公共団体が地域の土地の管理の

あり方に関する計画、指針などを事前に、または合意形成の過程で明らかにすること。こ

ういった点が措置の方向性として示されております。この点は先ほど来議論いただきまし

た２０１９年度とりまとめの中で、合意形成のあかしとして地域管理構想図を使うですと

か、市町村が市町村の立場で出す管理構想図が活用できる、また活用すべき場なのかとい

う考え方もあろうかと思います。また、２０１９年とりまとめの中にございます市町村に
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よる場の設定、主体をつくっていく、こういったこともリンクしてくる論点かと思われま

す。 

 それから、少し戻っていただきまして１１ページ、先ほどまで管理のあり方ということ

で申しましたが、もう一つ大きな論点、柱となるのは主体のあり方かと思われます。２０

１９年とりまとめの中でも広田先生おっしゃるように、主体をどうしていくかというとこ

ろは大変大きな話でございますが、この特別部会のとりまとめにおきましても管理する主

体というところが論じられておりまして、所有者による利用・管理が困難な場合、中ほど

の（３）土地を手放すための仕組みとの関係というところでございますが、所有者みずか

らによる利用管理が困難な場合においても、近隣住民・地域コミュニティなどが適切な利

用管理に向けて協力することが求められる。 

 今度は下のほうに飛びまして、市場ベースのマッチングが成立しなかった土地について

は、地域における合意形成プロセスの中で地域の公益につながるために利用・管理する意

義があると認められる場合には、市町村みずからが利用・管理する、取得する場合も考え

られるといった議論がなされております。これが具体的な措置の方向性としまして、また

飛んでいただいて恐縮ですが、１６ページをごらんいただけますでしょうか。 

 ここでⅱ）地域における利用・管理への支援ということでございまして、地域コミュニ

ティなどの組織・団体が当該土地を利用・管理する場合の支援措置や、利用管理を円滑に

行うための制度の検討が求められるといったところでございます。この点も主体となる団

体とのかかわりで、２０１９年とりまとめでの議論の延長になってこようかと思います。

ただ、２０１９年とりまとめの中では公的機関そのもの、市町村自身が主体となるという

ことを想定した検討は行っておりませんので、そこまで考えるとなると、また新たな段階

に入るということかと思われます。 

 このとりまとめと国土管理専門委員会との関係は、以上申し上げたような点がかかわっ

てまいりますが、現段階では特別部会とりまとめを受けた具体的な制度検討、改正検討と

いうのはまだ進められておりません。したがいまして、本日、具体的な案としてお示しす

ることはまだできないわけですが、国土管理専門委員会の任務と関連しまして、どのよう

な論点が考えられるのかといったところは委員のご意見を頂戴できればと思います。 

 資料３にお戻りいただきまして、２ページの②でございますが、これまでのとりまとめ

を踏まえた国土利用・管理のモデル的実践と題しております。これまでに取りまとめてま

いりました中で実践の場でモデル的にやってみるということは引き続き継続するという観
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点からの項目でございまして、例示しておりますのは２０１８年とりまとめの「人」「土地」

「仕組み」の視点に沿った具体的なアクション、それから先ほど議論もございました中心

となる主体の創出・育成といったことを、旧中条村のケーススタディの機会を捉えまして、

さらなる進展と課題の抽出を行ってまいりたいと思います。 

 先ほど特別部会のとりまとめでもごらんいただきましたように、こうした主体がどうか

かわっていくかという点は、制度を検討する際にも見えてくるものがあろうかと思います

ので、それを制度面での検討と、また全国での横展開のための課題の抽出ということで、

こうしたモデル的実践を引き続き続けてまいりたいと考えております。 

 私からの今後の主な論点についてのご説明は以上でございます。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。事務局のほうからいただいた進め方と

しては、２０１９年とりまとめにおける主な残された課題についての矢印みたいなマーク

の２つ、最初に管理されていない土地の問題が深刻化していない地区で、将来的に起こり

得る問題への対応のあり方、２つ目、地目横断的な管理構想の検討、放置すべきでない土

地の類型化、まずそれについてご意見をいただいて、その後、先ほどの土地政策分科会の

とりまとめについてのご意見をいただきたいということです。 

 最初の２つについては資料を使ってのご説明はなかったということで、今からまず最初

の２つについてご意見を伺いたいんですけれども、皆さん何となくイメージ湧きますか。 

【土屋委員】  非常に単純な質問ですけれども、遠郊部という言葉は、それほど聞きな

れてないんですけれども、例えば東京の遠郊部ってどの辺が当たるんですか。 

【国土管理企画室長】  中出先生がおっしゃっていたのは、国道１６号よりもさらに遠

くにいきまして、大都市圏に近接する近郊地帯よりもさらに遠いところということでおっ

しゃっていました。 

【広田委員】  今求められている意見はこの問題についての意見なんですか、それとも

これを論点とすることに対する意見ですか。 

【中村委員長代理】  中出先生は多分イメージを持っておられると思うんですけれども、

我々の中では持っていないので。今、広田さんがおっしゃられたのは、この論点の内容に

ついてより具体的な論点を引き出したいということですよね。 

【国土管理企画室長】  はい、そのように。 

【中村委員長代理】  それから、これ自体を論点にするということはいいんじゃないか

と思うんですけれども、むしろこの内容についてより具体化したものを議論したいという、
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特に今年、２０１９年度として議論したいということです。 

【瀬田委員】  仕事柄、遠郊部とかに行っていることが多かったんですけれども、確か

に団地を開発はしたんだけれども、土地のまま残っていて、家が１割しか建たないとか５

割しか建たないとか、５割ぐらい建っていると何となく住宅地で、コミュニティも形成さ

れるんですが、１割ぐらいだとほとんどは原野で、ほかの用途に使っている場合もあんま

りなくて、不法投棄みたいなものがあったりとか、そういう問題は局所的にはすごくあっ

たりする場所がまさにこの大都市部の遠郊部、大体東京とか大阪からだと五、六十キロと

か、もうちょっと先ぐらいですか、大分遠くの自治体であります。 

 ちょっと私が思案しているのは、深刻化している、していないというのは、どの人の、

あるいはどういう主体の目線で捉えるかということです。そこに住んでいる人にとっては、

結構深刻な問題であるケースもあるんですけれども、命にかかわるかというとそこまでで

はないですが、あるいは災害に関係する場合もあるかもしれないけれども、そこまででは

ないという場合にここで深刻化すると認めて、まさにここに問題として扱うのかどうかと

いうのは少し迷うところかなと思います。 

 将来的には、今、都市計画でコンパクトシティとかを進めていて、郊外におそらく人が

取り残されたりして、その人たちをフォローしたりする必要性は多分出てくるとは思うん

ですが、この委員会で取り残された人をどうするかという話まで扱うのかどうかというの

も、この委員会はどちらかというと土地が主役で、土地をどうするかというテーマの中で、

もちろん我々は人というか、最後は福祉とか、高齢化していく人たちをどうケアするかと

いう問題にもなるんですが、ここの委員会でどこまで扱うかというのは、議論の前提を考

えておいたほうがいいのかなという気は少ししました。 

 以上です。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。今のご意見に対してはいかがですか。 

【国土管理企画室長】  瀬田先生おっしゃったように、人をどうするかというのをこの

委員会で扱うのかという論点がそもそもあるということは承知しております。郊外部なの

で、人と土地の使い方というのはある程度セットになってしまうところもあろうかと思い

ますが、あくまでそこは土地の使い方という視点での議論をしていきたいという本筋は通

していきたいと思います。 

【中村委員長代理】  この２つの問題について、何かもうちょっと事例的なものはなか

ったんですか。皆さんが同じイメージを持って議論されているのかどうかがちょっと不安
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になってきたので。例えば２つ目の地目横断的な管理構想というのは、先ほどのとりまと

めで議論されたのは地目横断的な問題なんですか。それは自治体レベルの話なんでしょう

か。 

【課長補佐】  １つ目の大都市遠郊部、地方都市近郊部のところについては、中出委員

長からも場所とか事例も含めて少しご提案をいただいている部分があったんですけれども、

先生から論文などをいただきながら資料をつくるというところまで今回準備が整わなかっ

たところもあるので、また次回の委員会までにその辺を準備して、しっかりと議論の土台

をつくれるように準備してから議論をしたいと思います。 

 ２つ目の地目横断的な管理構想の部分については、今ここで資料は出せてないんですけ

れども、先ほどのとりまとめの中でずっと議論をしてきた国とか都道府県での広域的な立

場から今後管理していくべき土地というものを構想にまとめ上げるというのを、今年度い

っぱいで第１弾までやり遂げたいと考えておりまして、その中で検討しながら、どういっ

た要素を入れて管理構想をまとめ上げていくべきかということについて少しご意見をいた

だきたいという趣旨で、２つ目は載せております。 

【中村委員長代理】  そういうことのようです。いかがでしょうか。 

【広田委員】  質問なんですが、１番目の大都市遠郊部等なんですが、深刻化してない

わけでもないのかなという気が私はするんです。ここで言う地区というのは、それこそ地

目横断的とある農地、森林、宅地、そういうのも全部含むような地区というイメージなん

でしょうか。ニュータウンの市街地の団地の中とか、そういう個別問題ではなくて、そう

いうさまざまな土地利用がセットとしてあるような地区を想定されるんですか。 

【課長補佐】  国土政策的にやるので、完全に都市計画の区域だけでおさまってしまう

ところを対象にやるというよりは、そういった地区も含みながら、農地なども含むような

場所で検討していきたいと思っています。 

【広田委員】  この問題というか、この委員会自身が扱っている問題は、結局、人口が

ある程度増加していた時代にできた土地利用とか土地管理の仕組み自身が、人口減少時代

に合わなくなってきているという大きな背景があって、管理しきれなくなる土地が既にあ

るし、今後も予想されるようなエリアでどういった管理をしていけばいいかというのを考

える委員会だと思うんです。 

 一番分かりやすいのは、過疎の山村のほうでとりあえずそれを取り上げたわけですけれ

ども、そういう視点でいうと、大都市の遠郊部に含まれるかもしれませんけれども、農業
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サイドでいうと平地農村という言い方があって、いわゆる普通の農村で、一部山も入りま

すけれども、中条村みたいなところではなくて農地が主体であるような、そこも土地管理

上は非常に大きな問題が出ているんですが、どちらかというと農水省が耕作放棄問題とし

て取り上げているようなエリアでもあるので、この委員会でそういう地域も取り上げるの

かというと、どうなのかなという気がします。 

 それから、大都市遠郊部とありますけれども、もうちょっと近い近郊部でも、先ほども

ちょっと出ていましたけれども、産廃の放棄とか、一時に比べれば随分減ったと思うんで

すけれども、使われてない土地問題というのは農地もあるし、従来の宅地部分、ロードサ

イドもいろんな商業施設とか事業者用地ができましたけれども、それがどんどん使われな

くなってきているという問題もあります。 

 そういう視点でいえば、日本の国土全体がちょっと管理が危うくなっている土地とも言

えるわけで、ある程度類型化して、今年度までは過疎というか、中山間地域中心にやって

きて、その次ということで今回の大都市遠郊部、地方都市近郊部というのが出たと思うん

ですけれども、どうせやるなら、今平地農村と言いましたけれども、大体こういうブロッ

クに分けられて、次に管理されていない土地の問題が深刻化しそうなのはこういう地域だ

から、ここを取り上げようみたいな、もうちょっと全体像をつかんだ上での地区設定をし

たほうがいいのかなという気がします。 

【中村委員長代理】  そうですね。私も、今、広田さんが言ってくださったように、こ

の委員会として扱う問題について、まずは中山間地から確かに始めて、管理が徐々に放棄

されていく場所として一番ターゲットとなりやすい。ただ、多分中出先生おっしゃってい

る大都市遠郊部も、質は違うとは思うんですけれども、同じような問題を抱えているとい

うことで、全体があって、昨年度までそこをやって、今年度都市の近郊についても検討し

ていくといったロジックが要るような感じがしました。 

 地目横断的な管理構想について、その２つ目のほうですけれども、それについては先ほ

どの議論から出ていました。さらに国として、都道府県として、もしくは自治体として考

えなくちゃいけないこと何かありましたら。いかがでしょうか。よろしいですか、先ほど

の議論で。 

【一ノ瀬委員】  ちょっと済みません。私、まだあまりイメージができてないんですけ

れども、放置すべきでない土地の類型化というのは、この土地利用は放置しちゃいけない

ということがアウトプットになるんですか。ここはどんなイメージですか。 
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【課長補佐】  枕言葉が抜けているんですけれども、悪影響の観点から放置すべきでな

い土地の類型化だと思っていますので、国、都道府県、市町村の立場においてどういう悪

影響が想定されるから、ここについては管理すべきだとかいうもの、先ほどから出ている

国防はまさに国の立場において、住民の立場においては無人島化しても問題ないような土

地においても、国の立場からすると、そこは国防上重要だからという、国の視点から管理

すべき土地という形で、国、県、市それぞれの立場において想定し得る悪影響で、それぞ

れの立場から管理すべき思うような土地を地目横断的に類型化して、そのビジョンを示す

ということを考えておりまして、国においての管理構想の第１弾というものをできればこ

の次の１年の委員会の検討の中で考えていきたいと現時点では思っています。 

【一ノ瀬委員】  そのときに私がイメージできてないと申し上げたのは、前も外部不経

済で図で整理をされて、随分ディスカッションがあったところなんですけれども、そうい

う感じのイメージなのか。私が先ほどちょっと意見したことは、逆に言うと空間があって

地図があって、どこがみたいな。というのは、どういうところと隣接しているとか、地形

がどうだとか、人口がどうだとかということである程度決まってくるような気がするんで

す。ただ、ここで書かれているのは、どっちかというと属性みたいなものから整理してい

ってというイメージなのか、どっちなんですか、感じとしては。 

【課長補佐】  昨年度までに整理してきた外部不経済の表みたいなものも当然使いなが

ら、想定される外部不経済について、こういうところは管理していくべきとかいうことも

当然やっていこうとは思うんですけれども、一ノ瀬先生からＤＩＤ地区との関係性とか、

頼れる場所との関係性とか、そういった上下流の位置づけとか、ＤＩＤ地区の位置づけな

ども踏まえた中で決まってくる部分もあるというふうにずっとご意見いただいていました

ので、そういった観点も含めて次年度少し整理をしていけたらと考えています。 

【一ノ瀬委員】  わかりました。 

【中村委員長代理】  ちょっと、事務局がイメージされていることが委員のほうにも着

実に伝わってないような気がしますので、ひとまず最初の大都市遠郊部については中出先

生の論文というか、資料をもう一度かみ砕いていただいて、次回にでも中出先生が出席な

さるときに議論したほうがより効率的かと感じます。 

 それから、今の地目横断的なことについても、具体的な地図のようなイメージをしちゃ

うのか、それともあくまでも属性レベルの議論でいくのかとか、ちょっとわからないこと

もあるので、ひとまず次に進ませてください。先ほどの資料であった、個人の責任と公が
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どういう形でそれをサポートするかとか、もしくは地域がサポートするか。先ほど土地政

策分科会の資料を簡単に説明していただけたんですけれども、それと下のケーススタディ

ですね、このとりまとめを踏まえた今回、これとつながってくると思うんですけれども、

その辺についてご意見いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

【広田委員】  ちょっと基本的な質問いいですか。土地政策分科会特別部会のとりまと

め、そこで方向性が出されて、それを踏まえた必要な制度のあり方というのはこの委員会

の仕事なんですか。特別部会がまた続いて、引き続き新たな時代にふさわしい土地基本法

の方向性を踏まえた必要な制度のあり方を議論するのは、この委員会という理解でいいん

ですか。これまで検討したのとちょっと質が違う検討かなと思って、興味深いことはそう

なんですけど。 

【専門調査官】  土地基本法の改正の方向性とか、そういうところは特別部会の領域と

承知しております。一方で、土地政策の再構築に向けて鋭意検討となっていますけれども、

ここはまさに土地基本法が改正されていく中で、その改正内容に沿って各分野ごとに検討

していかなきゃいけない部分があると思います。その新たな土地基本法の方向の中で、国

土管理専門委員会としてどういう対応をしていくべきかというところがターゲットになっ

てくると考えております。 

【広田委員】  先ほど土地の利用・管理に関する責務と役割分担ってご説明されました

けれども、この先を検討するというイメージですかね。 

【専門調査官】  そうです。一番メーンとなるのは、土地の管理のあり方のところをメ

ーンに検討してきましたので、そこがメーンということに変わりはないと思います。その

中で主体というのは切り離して議論することもできないので、あり方を考えていく中であ

わせて考えていくということになるんじゃないかと思います。 

【土屋委員】  先ほどから森林ばっかり言っていて申しわけないですけれども、森林経

営管理法というのが今度できたわけですけれども、それで見ると、森林所有者の責務とい

うのを明記する形で、今までの森林法にはなかったような責務というのをかなり強調して

います。その責務が果たせない場合は市町村がそれを代行するというか、所有権の移転ま

ではいかないんですけれども、経営の移転のようなものを想定しているんです。 

 これについては我々の分野でもいろいろ議論したんですけれども、ちょっと生煮えのと

ころもあって、別の言い方をするとトップダウンでかなり決まってしまったところがあっ

て、これは農水のほうも似たようなところがあると思うんですけれども、そういう制度は
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できているんですけれども、現実にそれをどうやっていくかとなってくると、それこそ国

土利用的な観点で見ていく必要があるように思っているんです。 

 つまり土地所有者の責務というのは、言うのは簡単なんですが、それをどうコントロー

ルしていくかというのは大きい問題で、これは特に日本の場合はこれまで土地所有者の権

限というのを強く見ていて、公共の制限というのはかなり抑制的だったんですけれども、

これからそれをどう考えていくかというのは、それはこの土地基本法のほうでやるんでし

ょうけれども、当然国土管理とも非常に関連してくるなと、森林の立場から言うと思いま

す。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。どうぞ、瀬田さん。 

【瀬田委員】  この土地政策分科会特別部会のとりまとめでどういう見解が出たのかと

いうことをちょっとお伺いしたいんですけれども、大都市遠郊部の、例えば分譲されたん

だけれども、結局家を建てずに放っておくというタイプのものというのは、そもそも手放

したくて、管理も全然やってない。土地の所有権は別に制限されてもいいんだけれども、

言ってみればかかわりたくなくて、市役所に売りたいという問い合わせがあるんだけれど

も、市は当然引き取りたくないという状況が結構見られるんですが、そういう状況に対し

てこの特別部会ではどんな態度を示すという見解になったのかというのと、もし大都市遠

郊のような問題を今回ここで扱うとき、ここではそういう問題に対して土地の所有につい

て何か意見を言うことになるのか、そこをお伺いしたいんですけど。 

【国土管理企画室長】  実際の議論で手放したいと思っているような方々に対してどう

いう態度をとるか、そこはどういう議論があったのか承知しておりません。 

【広田委員】  もう一回いいですか。我々の来年度のここで検討すべき仕事なんですけ

れども、参考資料１－１の３ページのとりまとめ（概要）の３のところに整理されていま

すよね。所有者による利用・管理とか、所有者以外の者の協力による利用・管理とか。上

の箱を見ると、「関係する個別法や行政の政策等により講じていくことが求められる」とあ

るので、例えばこの部会であれば、国土利用計画法とか今年度取りまとめた土地の管理構

想、ああいったツールでこういったことをどう実現していくかというか、そういった中で

所有者の責務が仮にこうだとすると、制度そのものをどうしていったらいいかとか、そう

いうことを検討しろということなんですか。 

【国土管理企画室長】  これまでも国土管理専門委員会でご議論いただいた、例えば２

０１７年の国土利用計画の活用ですとか、既存の制度でできるということももちろんござ
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いますし、それからさらに新しい仕組みとして、もしこういうものがあったほうがよりよ

いのではないかというご提案があれば、そういうご意見も伺いたいと考えています。 

【中村委員長代理】  相当難しいご要望ですよね、これって。 

【一ノ瀬委員】  でも、それをこれから議論する体制ね。今日すぐやるわけ。 

【広田委員】  今日やるわけじゃないです。だから、何を議論すればいいかがちょっと

ピンとこないところがあって。 

【中村委員長代理】  土地基本法の委員会の責務と、それを受けて我々の委員会が議論

すべき内容の整理がちょっと頭の中でつきづらいですね。きっとそれができれば、基本、

そういった所有者の責任などを踏まえた上で、土地管理の考え方を検討すればいいんじゃ

ないだろうかとか。２つ目にある、こういった場所でモデル的な試験をやったらどうだろ

うかといったのが出てくるとは思うんですけれども、ぱっと言われてもなかなか名案が出

てこないですね。 

【一ノ瀬委員】  ２０１７年に出した国土利用構想図というアイデアを出したりしてき

ているわけですけれども、そういう意味でいうと、基本的には土地基本法直接ではないと

思うんですけれども、多分、本来であれば、そういうものが市町村で義務化されるという

ことが明記されていくとか。 

 今改めて基本法の条文を見ていたんですけれども、あくまでこの報告のとりまとめで言

っているみたいに、利用を前提としているので、利用という意味で細かく仕組みが、土地

利用も含めできていたりするわけで、そこがそうではなくて、利用と管理を、ポチ管理だ

と思うんですけれども、使われないようなことも前提とした提案をしてほしいということ

だと思うんです。 

 だから、そういう整理でもしよければ、ある程度議論のしていき方はあるんだろうと思

うんですけれども、多分方向性としては、この委員会としては今までも既にかなりアウト

プットしていて、そういったものが制度の中に入ってくれば、かなり実効性があるのかな

と私は感じております。 

【中村委員長代理】  ケーススタディについては、この例のところに２０１９年とりま

とめの残された課題である、中心となる主体の創出・育成ということで、旧中条村のこと

を引き続きというふうに書いてあるんですけれども、これはまた新しい場所も考えていく

ということなんでしょうか。それを委員の方々から提案していただくとか、そういうこと

も考えておられるのでしょうか。 



 -34-

【国土管理企画室長】  現時点の私どもの想定では考えておりません。ここまで進めて

きた中条村で引き続き、次の段階へと考えております。 

【中村委員長代理】  ということは、課題を抽出、つまり中条村のケーススタディで今

までやってきた課題を委員のほうから聞きたいという意味ですか。 

【国土管理企画室長】  失礼いたしました。ここは今後、私どもがケーススタディに臨

んでいくに当たりまして、そういう課題を抽出する心構えで臨んでいくといったことをお

伝えしたかったところです。 

【課長補佐】  ここも先ほどの土地部会のとりまとめと同様に、既存制度の活用もしく

は新たな制度を考えていく際に、ケーススタディをどういう視点からやっていくべきかと

いうことを少しご意見いただこうと思っていたんですけれども、先ほどから土地部会の部

分について、先生方から、土地部会のとりまとめの書かれている内容と国土管理でやるべ

きことの関係性がわかりづらいというご指摘もあったので、土地部会で書かれている部分

と国土管理のやるべきことの関係性をしっかり整理をして、議論すべきことを明確にして、

次回以降議論させていただければと思います。 

 我々が今、想定していることは、まさに一ノ瀬先生おっしゃったとおり、２０１７年か

ら２０１９年まで考えてきたアウトプットを具体的に進めるときに、新たな制度が要るの

か、もしくは既存制度を活用するのか、その実効性を持たせるために、どういった制度を

構築していけばうまく回っていくかということを、まさに考えていきたいと思っています。 

 それを考える上で今の土地・建設産業局の特別部会とりまとめが出たものがかなり内容

も重複していて、関係もしているので、そのとりまとめも少し意識しつつ、これまでの３

年間の検討のアウトプットとして、どういった制度を考えていけばいいかということを少

し議論したかったというのが本音なんですけれども、我々のほうの準備が整ってなくて、

そこをうまく論点整理できずに今回臨んでしまったという部分もあるので、次回はそこを

しっかりと整理をした上で議論に臨めるようにやっていきたいと考えています。 

【中村委員長代理】  今のでちょっと私もわかったんですけれども、そういうイメージ

でされているということで、具体化するために今までの既存の制度でできるのか、新たな

考え方を反映した制度が必要なんじゃないかということで、何かその観点からありますで

しょうか。 

 それに当たるかどうかわからないんですけれども、土屋さんがずっとおっしゃっていた

森林環境譲与税みたいなものが関係するかもしれません。最終的にこういうことをやろう
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とすると、個人の責任もあるんでしょうけれども、それが公に対して問題になる場合は、

税を使ってでも何とかしなくちゃいけないという制度がどうしても必要になってくると思

うんです。それが一つ、森林については森林環境譲与税から森林環境税になっていく。多

分こういった問題に対しても使えるようなお金になっていくと思うので、それを使うため

にもどんな場所が今問題なのかということを具体的に明らかにしない限り、そして自治体

の市町村森林計画のほうできちんと明記していかない限り使えなくなってくると思います。

森林は仮にいいとしても農地のほうはどうなるんだとか、そういった公的に支援するため

の財源的なものはちょっと整理したほうがいいのかなという感じはします。 

【一ノ瀬委員】  モデル的実践の②のほうですけれども、現在まで続けられているのを

継続してというのは別に反対するわけではないんですが、結構前からしつこく申し上げて

いて恐縮ですけれども、アンケートをしても全く何の反応もない自治体ですね、少なくと

も研究者のレベルでも問題が指摘されてないようなところに、役所に無理やりヒアリング

しても嫌がられるかも、よくわからないんですけれども、すごい調査をしろみたいな意味

ではなくて、そういうところは問題がないから答えが返ってこないのかみたいなことをち

ょっと調べていただけたらと思っています。 

 前も申し上げて、もちろん大都市ではいろいろ部署もややこしくて、返事が返ってこな

いということがあるんじゃないかというお話があったと思うので、それはいいかなと思う

んです。そこに体力もあるので、自分たちの施策の中で見ていけると思うんですけれども、

小さい自治体で、こういった調査をかけても全く何の反応もなしというところはほんとう

に大丈夫なのか。逆にそういうところをどうやってサポートしていけばいいのかというの

は結構大きな課題かなと思っているので、もし可能であればということです。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。ほか何か。どうぞ。 

【土屋委員】  新しい制度という話があったので。たしか一番初めの年に、一番初めの

何でも言っていいですよというときに、ちょっと似たようなことを言ったような気もする

んですけれども、大分前に広田さんとも一緒にやったことがあるんですけれども、例えば

ヨーロッパ的な都市農村計画法、名前はいろいろ変わっていますけれども、都市農村計画

法的な、つまり都市から農村部まで含めた形で土地利用計画を自治体がつくっていくとい

う形、それが今でも一つの理想だと私は思っているところなので。 

 ただし、これをやるためには、地方自治体側の権限やさまざまなところでいろんなこと

をやらなくちゃいけないので、すぐにそれが今ここで議論しているようなところと連続す
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るのかどうかわからないんですけれども、もしもそういうところまで射程に置きながら議

論ができるなら、それはおもしろいなと思います。 

【中村委員長代理】  どうぞ。 

【大原委員】  ②の取り組みの横展開に向けた検討なんですけれども、中条村で引き続

きケーススタディをやっていただくのはいいと思うんですけれども、中条村でこういうの

をやってみましたが、おたくの市町村ではどういうふうに思いますかみたいな、我々がや

っていたことをほかの市町村とか都道府県の人に尋ねてみて、自分のところでできると思

うかとか、何か課題があるのか聞いてみるというのはいいんじゃないかと思いました。 

【中村委員長代理】  ありがとうございました。ほかいかがでしょう。どうぞ。 

【広田委員】  ちょっとこだわるようなんですけれども、例の土地部会関連で、この委

員会で検討すべき新しい制度のイメージなんですが、今日お配りいただいた資料２－２の

２０１９年とりまとめ（案）の例えば２９ページに中条村の土地管理構想の図があります

よね。グッドシナリオとバッドシナリオというのがあるんですけれども、例えばこの例で

少し質問したいんですが、左上にＡ班のグッドシナリオというのがあって、左上で３色に

塗られていて、例えば青のところで地域として希少な農地である棚田は従来どおりの土地

管理を継続というふうにこの構想で書かれたとして、ところが今の所有者は自分ではでき

ないと。 

 そういう場合に、地域のこの構想で位置づけられたような利用をするためには所有者は

わがまま言うなと。こういう構想で位置づけられたから、他者がそこに入って棚田を利用

することに対して、合意形成というきれいな言い方もできるでしょうし、土地所有者の責

務としてはより適切な利用というか、外部不経済が出ない、あるいはむしろ外部経済を生

むような利用をするためには、土地所有者はそこは納得しろと。ここに入って、例えば棚

田の復元をしたいという若者がいたら、そういう人たちに入ってもらってという調整を、

この構想の実現のプロセスの中で実現していくという展開が想定されると思うんですけれ

ども、それにとって必要な制度といった場合に、例えば土地所有者の責務として、精神的

な理念として自分が管理されなくなった土地についてはあんまりわがまま言うな、みたい

なことがあっても、そこは所有者によっては、将来うちの子供がやるかもしれないと言っ

て、だだをこねるかもしれませんよね。 

 そういうときに多少の規制ないしは誘導ですよね、こういう構想に沿った利用する場合

には、固定資産税は大したことないかもしれませんけれども、何らかの優遇措置、それは
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補助金もあり得るかもしれませんけれども、その誘導措置なり規制措置なり、あるいは最

近であれば教育的な啓発という手法もありますから、そういった考えられるいろんな手法

を組み合わせて、この構想にある土地利用を実現できるような制度を考えるというのが、

例えばこの委員会の役割なんですか、そのイメージとして。かなり具体的なことを言っち

ゃいましたけれども、我々の土地部会の提案を踏まえた制度のあり方といった場合のイメ

ージというのは、例えばそういうことなんですか。 

【国土管理企画室長】  今、先生がおっしゃったのは、２０１８年で持続的にやってい

くためのさまざまな工夫というところでいろいろご提案いただいた話でもありますので、

当然この委員会で提言していただける内容だと思います。 

【広田委員】  要は所有者以外の人がそこを管理しやすくするための規制とか誘導とか、

さまざまなツールの組み合わせというのをどのレベルまで考えていいのかなというのがあ

る。ちょっとイメージしにくいんですけど。 

【中村委員長代理】  きっと言い過ぎたら、事務局のほうでちゃんと整理してくださる

と思いますので、ある意味オーバーラップするところはやむなしとしてやっていただいて

いいような気がします。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

 これはここに入るのかどうかわからないんですけれども、一番問題になっていることの

一つとして野生鳥獣問題があります。今回の我々の委員会の中ではそれはそれほど出てき

てはいないんですけれども、実際には放棄された土地というのは野生動物がより進出して

くる形になるので、問題だと思います。昨日も札幌の清田区で熊が道路を走っている姿が

出ていたんですけれども、ますますそういうのは我々の生活空間に近くなってきて、それ

を外部不経済というのかどうかはわからないんですけれども、猟友会任せの制度論では明

らかにうまくいかなくなっているのは事実です。そういった面も管理という意味では一つ

の視点として必要なんじゃないかという感じがしました。 

 ほかいかがでしょう。よろしいですか。 

 私もふなれで論点があまり整理できなかったんですけれども、これは今年度引き続きと

いうことなので、先ほど栗林課長補佐がおっしゃられたように、次回においては座長も来

られますので、大都市遠郊部についても論点が整理された形、さらに今回の土地基本法の

問題についても、今、制度論として意見は出たんですけれども、それを踏まえて、こんな

形で進めていくというのが出てくると思いますので、その段階でまたやらせていただけれ
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ばと思います。 

 それでは、ひとまず議事（２）はこれで終わらせていただいて、最後の議事（３）その

他ですけれども、これは事務局から、何かありますでしょうか。 

【課長補佐】  特定の議事はないんですけれども、参考資料をごらんいただきまして、

まず参考資料３でございますけれども、２０１７年とりまとめでも国土利用計画の市町村

計画についてご提言いただきましたので、昨年度いっぱいで市町村のつくる国土利用計画

の策定のための手引きをまとめさせていただきまして、市町村のほうに発出をさせていた

だきました。 

 この手引きにつきましては、市町村から特に意見の多い国土利用計画そのものの意義で

あったり、都市計画マスタープランや市町村の総合計画などの違い、関係性であったり、

もしくは有効に市町村計画が活用されているような事例をピックアップして必要性を整理

したものになりまして、今年度いっぱいでさらに意義、必要性を本編で理解していただい

た上で、実際につくろうと思った方が何から手につけていいかわからないところを、策定

準備から策定プロセスに沿ってどういうふうに策定していけばいいかというものをマニュ

アル編としてつくる予定にしております。昨年度は３月で本編までつくらせていただいて、

公表しているところでございます。参考資料のほうにつけさせていただいております。 

 さらに、これも毎回のことなんですけれども、この委員会で２０１８年に議論してきま

した国土管理専門委員会の漫画のほうも３つ公表しております。こちらもつけさせていた

だいておりますので、またごらんになっていただければと思います。 

 議事（３）のその他については以上になります。 

【中村委員長代理】  ありがとうございます。電子ファイルで我々はこの漫画を見たり

はできないんですか。これは資料として送られるんですか。 

【課長補佐】  これはホームページに公表されておりますので、ぜひご活用いただけれ

ばと思います。 

【中村委員長代理】  わかりました。今のご紹介された内容についてはよろしいですか。

何かご質問とかありますか。どうぞ。 

【大原委員】  参考資料２のアンケート結果についてというのもあるんですけれども、

これもどういうものなのかざっと教えていただけるとありがたいんですけど。 

【中村委員長代理】  お願いします。 

【専門調査官（相村）】  済みません。直接、私ここに座っている立場ではないんですけ
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れども、国土管理企画室の相村といいます。 

 参考資料２については、平成３０年度に弊省の個人所有者のアンケートというのを、委

託調査の一部でやらせていただきました。その中で土地を放置したい場合とか、そういう

ことを希望している場合のそれぞれの考え方について、ウェブアンケートで２,８００名ぐ

らいとらせていただいていますので、それを紹介という形で載せさせていただいています。 

 以上となります。 

【中村委員長代理】  よろしいですか。 

【大原委員】  はい。 

【中村委員長代理】  ほかには。全体を通じてもよろしいですか。何か言い残したこと

がありましたら。よろしいですか。 

 それでは、ほぼ予定の終了時間になりましたので、これをもちまして本日の国土審議会

計画推進部会国土管理専門委員会の第１３回の会議を終了したいと思います。熱心なご議

論ありがとうございました。 

 最後に、進行を事務局のほうにお返しいたします。 

【課長補佐】  委員の皆さん、長い時間にわたりご審議いただきましてありがとうござ

います。今回の委員会につきましては２０１９年とりまとめの最後の審議となりますので、

事務局を代表しまして審議官の佐竹より一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。 

【大臣官房審議官】  局長の麦島が間に合いませんで申しわけございませんでした。か

わりまして、私、審議官の佐竹より一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、去年の８月から５回にわたり大変活発にご議論いただきまして、本日

も大変有意義なご意見をいただきました。委員長代理にお預かりをいただきまして、まだ

整理する作業は残っておりますものの、ほぼ取りまとめの内容が固まりまして、深く感謝

を申し上げたいと思います。 

 この国土管理専門委員会では、国土形成計画に位置づけられました人口減少下における

国土の適切な利用・管理のあり方をご議論いただくということで、２０１７年にはこれか

らの国土利用・管理に対応した国土利用計画のあり方、それから２０１８年には人口減少

下の持続可能な国土の利用・管理のためにを取りまとめていただきました。その次のテー

マとして、放置が予想される土地の悪影響とそれに応じた管理のあり方についてご議論い

ただきまして、特にこの委員会の中では去年の１０月、初めてとなりますが、長野県長野

市での現地開催も実施することができました。２０１９年とりまとめが、本日ご提示しま
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した、なし崩し的な放置が予想される土地の管理のあり方ということでございます。 

 これからのこの専門委員会でございますが、本日最後のところでご議論いただきました

が、これまでの議論を踏まえまして、人口減少下の国土の利用・管理をモデル的に実践し

ていくことのほかに、今、土地政策分科会特別部会のとりまとめを踏まえまして、論点が

クリアになりますように、さらに次回に向けて事務局のほうでまた整理をさせていただき

ますが、必要な制度のあり方について、またご審議をいただければと思っているところで

ございます。 

 本日既に明らかになっていますように、大変難しいテーマではございますけれども、委

員の皆様方にぜひ大所高所からのご指導・ご助言をいただきまして、有意義な審議になれ

ばと思っております。ご挨拶申し上げます。どうもありがとうございました。 

【課長補佐】  ありがとうございました。 

 それでは、これにて国土管理専門委員会を終わらせていただきます。熱心なご議論あり

がとうございました。 

 最後に、事務局から２点お知らせをさせていただきます。本日の会議の議事録について

は、委員確認の上、ホームページにて公表させていただきます。また、お配りしました資

料につきましては、お席にそのまま置いといていただければ、後ほど事務局から郵送させ

ていただきます。 

 事務局からは以上です。本日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


